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規
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東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
八
十
一
号

東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
の
施
行
期
日
を

定
め
る
規
則

東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
（
令
和
三
年
東
京
都
条
例
第

十
八
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
三
年
七
月
七
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
細
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
八
十
二
号

東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
細
則

目
次第

一
章

負
担
金
（
第
一
条
）

第
二
章

基
準
地
積
の
更
正
手
続
（
第
二
条
）

第
三
章

土
地
及
び
権
利
の
評
価
（
第
三
条
・
第
四
条
）

第
四
章

清
算
（
第
五
条－

第
十
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
一
条－

第
十
四
条
）

附
則

第
一
章

負
担
金

（
負
担
金
）

第
一
条

東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
（
令
和
三
年
東
京
都

条
例
第
十
八
号
。
以
下
「
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
徴
収
の
時
期
は
、

毎
年
度
、
当
該
年
度
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
五
条
の
五

に
規
定
す
る
出
納
を
閉
鎖
す
る
日
（
以
下
「
出
納
閉
鎖
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
う
ち
、
東
京
都

（
以
下
「
施
行
者
」
と
い
う
。
）
が
別
に
定
め
る
日
と
す
る
。

２

施
行
規
程
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
徴
収
の
方
法
は
、
納
入
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
べ
き
者
に
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通
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
章

基
準
地
積
の
更
正
手
続

（
基
準
地
積
の
更
正
手
続
）

第
二
条

施
行
規
程
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
地
積
の
更
正
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
、
施
行
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
者
の
所
有
す
る
宅
地
が
二
筆
以
上
に
わ
た
り
連
続
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
に
つ

い
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

宅
地
の
境
界
に
つ
い
て
隣
接
す
る
宅
地
の
所
有
者
の
同
意
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二

宅
地
の
実
測
図
（
原
則
と
し
て
縮
尺
二
百
五
十
分
の
一
で
、
周
囲
の
辺
長
及
び
求
積
に
必
要
な

事
項
を
記
載
し
た
も
の
）

三

隣
接
す
る
宅
地
の
地
番
及
び
所
有
者
の
氏
名
を
記
入
し
た
見
取
図

四

隣
接
す
る
宅
地
と
の
境
界
標
識
の
種
別
、
境
界
点
の
位
置
及
び
境
界
点
間
の
距
離
を
記
入
し
、

並
び
に
隣
接
す
る
宅
地
の
所
有
者
の
記
名
及
び
押
印
を
し
た
境
界
表
示
図

第
三
章

土
地
及
び
権
利
の
評
価

（
土
地
の
評
価
）

第
三
条

従
前
の
宅
地
及
び
換
地
の
価
額
は
、
施
行
者
が
、
そ
の
位
置
、
地
積
、
土
質
、
水
利
、
利
用

状
況
、
環
境
、
収
益
性
等
を
考
慮
し
、
評
価
員
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
。

（
権
利
の
評
価
）

第
四
条

所
有
権
以
外
の
権
利
の
存
す
る
従
前
の
宅
地
及
び
換
地
に
つ
い
て
の
所
有
権
又
は
所
有
権
以

外
の
権
利
の
価
額
は
、
当
該
従
前
の
宅
地
及
び
換
地
の
価
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
価
額
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

前
項
の
権
利
価
額
割
合
は
、
施
行
者
が
、
前
条
の
従
前
の
宅
地
及
び
換
地
の
価
額
、
賃
貸
料
、
位

置
、
土
質
、
水
利
、
利
用
状
況
、
環
境
、
収
益
性
等
を
考
慮
し
、
評
価
員
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
。

第
四
章

清
算

（
清
算
金
の
算
定
）

第
五
条

換
地
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
徴
収
し
、
又
は
交
付
す
べ
き
清
算
金
額
は
、
従
前
の
宅
地
の

価
額
の
総
額
に
対
す
る
換
地
の
価
額
の
総
額
の
比
を
従
前
の
宅
地
の
価
額
（
従
前
の
宅
地
に
つ
い
て

所
有
権
以
外
の
権
利
が
存
す
る
場
合
に
は
、
所
有
権
又
は
所
有
権
以
外
の
権
利
の
価
額
）
に
乗
じ
て

得
た
額
（
以
下
「
従
前
の
権
利
価
額
」
と
い
う
。
）
と
当
該
換
地
の
価
額
（
換
地
に
つ
い
て
所
有
権

以
外
の
権
利
が
存
す
る
場
合
に
は
、
所
有
権
又
は
所
有
権
以
外
の
権
利
の
価
額
）
と
の
差
額
と
す
る
。

２

換
地
を
定
め
な
い
で
金
銭
で
清
算
す
る
場
合
又
は
所
有
権
以
外
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
て
金
銭
で
清

算
す
る
場
合
に
お
け
る
交
付
す
べ
き
清
算
金
額
は
、
従
前
の
権
利
価
額
と
す
る
。

（
清
算
金
の
相
殺
）

第
六
条

清
算
金
を
徴
収
さ
れ
る
べ
き
者
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
清
算
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
か

ら
徴
収
す
べ
き
清
算
金
と
そ
の
者
に
交
付
す
べ
き
清
算
金
と
を
相
殺
す
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
金
の
分
割
徴
収
利
率
）

第
七
条

施
行
規
程
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
率
は
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が

あ
っ
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
（
財
政
融
資
資
金
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
財
政
融
資
資
金
を
い
う
。
）
の
貸
付
利
率
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る

貸
付
金
に
適
用
さ
れ
る
利
率
（
当
該
利
率
が
当
該
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
法
定
利
率
を

超
え
る
と
き
は
、
当
該
法
定
利
率
）
と
す
る
。

一

償
還
期
間

五
年
以
内

二

据
置
期
間

無

三

償
還
方
法

元
金
均
等
半
年
賦
償
還

四

金
利
方
式

全
期
間
固
定

（
清
算
金
等
の
納
期
限
及
び
納
付
場
所
の
通
知
）

第
八
条

施
行
者
は
、
法
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
仮
清
算
金
及
び
法
第
百
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
清
算
金
の
納
期
限
及
び
納
付
場
所
を
、
納
期
限
の
十
日
前
ま
で

に
、
納
付
す
べ
き
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
清
算
金
の
繰
上
納
付
）

第
九
条

施
行
規
程
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
未
納
の
清
算
金
を
繰
り
上
げ
て
納
付
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
金
を
繰
り
上
げ
て
納
付
す
る
場
合
の
利
息
は
、
繰
上
納
付
の
日
ま
で
の
日
割
計
算
に
よ
り
算

定
し
た
額
と
す
る
。

（
仮
清
算
金
の
分
割
徴
収
又
は
分
割
交
付
を
完
了
す
る
時
期
等
）
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第
十
条

施
行
規
程
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
分
割
徴
収
又
は
分
割
交
付
の
時
期
は
、
法
第
九

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
換
地
の
指
定
（
以
下
単
に
「
仮
換
地
の
指
定
」
と
い
う
。
）
又
は

法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
収
益
の
停
止
（
以
下
単
に
「
使
用
収
益
の
停
止
」
と
い

う
。
）
が
な
さ
れ
た
と
き
以
後
に
お
い
て
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
出
納
閉
鎖
日
ま
で
の
う
ち
、
施

行
者
が
別
に
定
め
る
日
と
す
る
。

２

施
行
規
程
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
分
割
徴
収
又
は
分
割
交
付
の
完
了
の
期
限
は
、
法
第

百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
年
度
の
出
納
閉
鎖
日
ま
で
の
う
ち
、
施
行
者
が
別
に

定
め
る
日
と
す
る
。

３

施
行
規
程
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
分
割
の
回
数
は
、
仮
清
算
を
行
う
年
数
に
相
当
す
る

数
と
す
る
。

４

施
行
規
程
第
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
程
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
仮
清
算
金
を
分
割
徴
収
し
、
又
は
分
割
交
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
毎
回
の
徴
収
し
、

又
は
交
付
す
べ
き
金
額
は
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
換
地
設
計
に
準
じ
、
事
業

の
施
行
状
況
を
勘
案
し
て
施
行
者
が
定
め
る
額
と
す
る
。

第
五
章

雑
則

（
建
築
物
等
の
申
告
及
び
異
動
届
）

第
十
一
条

施
行
者
は
、
施
行
地
区
内
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
又
は
竹
木
土
石
等
（
以
下
「
建
築

物
等
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
対
し
、
当
該
建
築
物
等
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
行
う
営

業
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
事
項
で
事
業
の
施
行
上
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
申
告
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
を
し
た
後
に
お
い
て
、
当
該
申
告
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、

建
築
物
等
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
に
係
る
事
項
の
変
更
が
建
築
物
等
又
は
営
業
に
関
す
る
権
利
の
移

転
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
権
利
の
移
転
の
当
事
者
は
、
連
署
し
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
連
署
し
て
届
け
出
る
べ
き
者
が
他
の
当
事
者
の
連
署
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
、
連
署
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
記
載
し
た
書
面

及
び
権
利
の
移
転
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
等
の
移
転
及
び
除
却
）

第
十
二
条

施
行
者
は
、
仮
換
地
の
指
定
又
は
使
用
収
益
の
停
止
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
建
築

物
等
の
移
転
又
は
除
却
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
移
転
計
画
を
決
定
す
る
。

２

施
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
移
転
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
建
築
物
等
の
所
有
者
及
び
占
有
者
に
対
し
、
移
転
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
建
築

物
等
を
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
旨
を
通
知
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
が
自
ら
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
移
転
計
画
に
従
っ
て
移
転
し
、
又
は
除
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
施
行
者
が

移
転
計
画
に
従
わ
な
い
移
転
又
は
除
却
を
行
っ
て
も
事
業
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
住
所
等
変
更
の
届
出
）

第
十
三
条

施
行
地
区
内
の
宅
地
又
は
建
築
物
等
に
つ
い
て
権
利
を
有
す
る
者
が
住
所
又
は
氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
名
称
）
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
書
面
を

も
っ
て
施
行
者
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
記
完
了
の
公
告
）

第
十
四
条

施
行
者
は
、
法
第
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
が
完
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

公
告
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
一
号

令
和
三
年
六
月
十
八
日
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
し
た
令
和
三
年
度
東
京
都
一
般
会
計
補
正
予
算
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
二
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
五
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近

地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
を
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

施
行
地
区

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
及
び
同
区
西
新
宿
一
丁
目
の
各
一
部

四

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
七
月
七
日
か
ら
令
和
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
務
所
の
所
在
地

中
野
区
中
野
一
丁
目
二
番
五
号

東
京
都
第
二
市
街
地
整
備
事

務
所
内

六

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

令
和
三
年
七
月
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
百
六
十
二
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
三
鷹
市
大
沢
三
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
七
月
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

多
摩
市
関
戸
六
丁
目
四
番
二
十
三

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

商
号
又
は
名
称
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

新
商
号
又

は
名
称

旧
商
号
又
は

名
称

事
業
所

所
在
地

令
和
三

年
一
月

八
日

五
三
七
四

有
限
会
社

皆
良

有
限
会
社
シ

ビ
ル

足
立
区
青
井

四
丁
目
二
番

十
二
号
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同
月
二

十
二
日

四
〇
〇
二

東
京
ガ
ス

リ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
株

式
会
社

東
京
ガ
ス
リ

ビ
ン
グ
エ
ン

ジ
ニ
ア
リ
ン

グ
株
式
会
社

品
川
区
二
葉

二
丁
目
九
番

十
五
号

同
月
二

十
七
日

五
一
六
六

株
式
会
社

東
洋
Ａ
Ｃ

株
式
会
社
東

洋
エ
ー
シ
ー

中
野
区
本
町

三
丁
目
二
十

九
番
十
号

二

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
三

年
一
月

五
日

二
五
五
八

株
式
会
社

玄
空
調

中
野
区
松
が

丘
二
丁
目
十

四
番
八
号

中
野
区
沼
袋

二
丁
目
十
三

番
九
号

同
月
十

四
日

四
九
八
〇

金
杉
設
計

町
田
市
西
成

瀬
三
丁
目
十

三
番
十
二
号

渋
谷
区
恵
比

寿
南
三
丁
目

七
番
二
号

ハ
イ
ネ
ス
代

官
山
七
〇
三

号
室

同
月
二

十
二
日

四
〇
〇
二

東
京
ガ
ス

リ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
株

式
会
社

品
川
区
二
葉

二
丁
目
九
番

十
五
号

港
区
芝
四
丁

目
九
番
四
号

同
月
二

十
五
日

五
三
三
七

株
式
会
社

小
塩
設
備

工
業

日
野
市
新
町

五
丁
目
一
番

地
の
二
十
一

日
野
市
新
町

四
丁
目
二
十

五
番
地
の
二

十
六

三

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
三

年
一
月

五
日

二
五
五
八

株
式
会
社

玄
空
調

樫
本

玄

樫
本

健
治

同
月
十

八
日

〇
五
七
九

東
海
管
工

株
式
会
社

石
井

幹
男

岩
島

俊
夫

同
月
十

九
日

五
三
四
六

早
川
建
設

株
式
会
社

早
川
日
出
代

早
川

政
男

同
月
二

十
二
日

四
〇
〇
二

東
京
ガ
ス

リ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
株

式
会
社

石
井

敏
康

松
田

明
彦

同
月
二

十
六
日

三
〇
一
七

大
応
プ
ラ

ミ
ン
グ
株

式
会
社

大
森

泰
樹

大
森

邦
人

同
月
二

十
七
日

五
一
六
六

株
式
会
社

東
洋
Ａ
Ｃ

三
浦

航

小
田
桐
博
美

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
三

年
二
月

十
六
日

四
八
九
三

株
式
会
社

石
川
設
備

台
東
区
東
上

野
六
丁
目
二

十
三
番
五
号

文
京
区
本
郷

五
丁
目
五
番

十
八
号

太

陽
本
郷
ビ
ル

一
〇
一
号
室

同
月
十

八
日

五
三
三
九

合
同
会
社

藤
原
設
備

清
瀬
市
中
清

戸
四
丁
目
九

百
七
十
五
番

地
十
四

新
宿
区
中
落

合
四
丁
目
二

十
六
番
八
号

Ｋ
ス
テ
ー

ジ
中
落
合
一

〇
一
号

二

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
三

年
二
月

八
日

三
一
三
一

有
限
会
社

ミ
ギ
タ
工

業

山
田

智
雄

右
田

洋

同
月
十

六
日

三
八
〇
八

株
式
会
社

設
備
工
事

石
上

大
森

裕
人

石
上

雅
己

同
日

二
八
九
九

有
限
会
社

松
永
設
備

工
業
所

松
永

一
也

松
永

光
一

令
和
三

年
二
月

十
八
日

三
八
〇
五

有
限
会
社

植
村
設
備

植
村

明
嘉

植
村

一
夫

同
月
二

十
二
日

三
四
〇
二

豊
工
業
株

式
会
社

松
下

亮

松
下

豊

同
月
二

十
六
日

二
九
八
八

株
式
会
社

菊
池
工
業

菊
池

浩
美

菊
池

健
二

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

商
号
又
は
名
称
を
変
更
し
た
事
業
者
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受
理
年

月
日

指
定
番
号

新
商
号
又

は
名
称

旧
商
号
又
は

名
称

事
業
所

所
在
地

令
和
三

年
三
月

十
六
日

三
四
〇
九

積
和
建
設

東
京
株
式

会
社

積
和
建
設
東

東
京
株
式
会

社

練
馬
区
石
神

井
町
二
丁
目

八
番
十
五
号

二

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
三

年
三
月

十
七
日

五
三
七
六

株
式
会
社

く
は
ら
設

備

台
東
区
浅
草

五
丁
目
二
十

九
番
十
号

江
戸
川
区
西

葛
西
五
丁
目

三
番
四
号

パ
ル
ス
テ
ー

ジ
西
葛
西
五

〇
一
号
室

同
月
二

十
四
日

三
八
五
五

有
限
会
社

水
浩
設
備

足
立
区
東
和

二
丁
目
五
番

二
十
号

足
立
区
東
綾

瀬
一
丁
目
十

五
番
十
九
号

山
中
ビ
ル

一
階

同
日

五
一
〇
四

株
式
会
社

雄
大
工
業

文
京
区
本
郷

一
丁
目
十
三

番
一
号

Ｃ

Ｏ
Ａ
ビ
ル
三

階

文
京
区
本
郷

五
丁
目
五
番

十
八
号

二

〇
二

三

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
三

年
三
月

二
日

三
九
五
八

有
限
会
社

南
設
備
工

業
所

南

保
宏

南

勉

同
月
四

日

三
八
七
四

有
限
会
社

成
塚
設
備

工
業

成
塚

厚

成
塚

万
平

同
月
二

十
三
日

〇
〇
〇
一

斎
久
工
業

株
式
会
社

相
京

智
彦

齋
藤

久
経

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
七
二
七

有
限
会
社

Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｄ

Ａ
Ｎ

渡
部

貴
之

板
橋
区
前
野
町
四
丁
目

一
番
二
号

五
七
二
八

Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

伊
藤

友
樹

江
戸
川
区
北
篠
崎
一
丁

目
二
番
十
七
号

一
階

五
七
二
九

株
式
会
社

光
賢
機
構

八
木

伸
生

町
田
市
相
原
町
二
千
八

百
二
十
五
番
地
二

五
七
三
〇

す
ず
ら
ん

設
備

鈴
木

浩
司

練
馬
区
大
泉
町
三
丁
目

三
十
八
番
四
十
一
号

第
二
学
園
サ
ン
ハ
イ
ツ

一
〇
六

二

指
定
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
日

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
七
三
一

有
限
会
社

ラ
ッ
ク

長
島

賢
明

大
田
区
東
雪
谷
二
丁
目

二
十
番
十
六
号

五
七
三
二

株
式
会
社

と
り
か
つ

大
野
美
智
子

葛
飾
区
西
水
元
三
丁
目

二
十
一
番
十
五
号

五
七
三
三

江
口
設
備

江
口

涼
平

東
大
和
市
狭
山
二
丁
目

千
二
百
四
十
五
番
地
の

八

五
七
三
四

髙
橋
設
備

髙
橋

一
章

足
立
区
江
北
一
丁
目
十

番
三
号

四
〇
三

五
七
三
五

リ
ー
ド
ワ

ン
株
式
会

社

林

雅
彦

墨
田
区
緑
一
丁
目
十
四

番
六
号

シ
テ
ィ
ポ
ー

ト
両
国
二
階

五
七
三
六

株
式
会
社

東
建

福
田

裕

大
田
区
矢
口
一
丁
目
二

番
十
一
号

五
七
三
七

株
式
会
社

大
野
設
備

大
野

和
馬

葛
飾
区
細
田
三
丁
目
二

十
四
番
十
六
号

セ
ナ

リ
オ
Ⅱ
一
〇
一

五
七
三
八

有
限
会
社

ア
ル
フ
ァ

ー
サ
ー
ビ

ス

阿
部

誠

大
田
区
大
森
西
四
丁
目

十
二
番
十
三
号

二

指
定
年
月
日

令
和
三
年
四
月
七
日

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て
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東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
七
月
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
七
三
九

株
式
会
社

Ｙ
Ｓ
Ｋ

山
本

祐
司

東
久
留
米
市
下
里
一
丁

目
十
番
十
一
号

ビ
ジ

ネ
ス
パ
ー
ク
浜
中
Ｂ
棟

五
七
四
〇

株
式
会
社

エ
ヌ
テ
ッ

ク

黒
須

紀
広

板
橋
区
中
台
二
丁
目
二

十
八
番
二
号

五
七
四
一

山
崎
工
業

株
式
会
社

山
崎

恒
典

江
戸
川
区
南
篠
崎
町
一

丁
目
十
五
番
二
十
号

五
七
四
二

有
限
会
社

梅
沢
水
道

東
京
支
店

梅
沢

和
夫

足
立
区
保
木
間
一
丁
目

二
十
三
番
二
十
七
号

四
〇
五

五
七
四
三

そ
ら
い
ろ

設
計

板
垣
久
美
子

江
戸
川
区
西
一
之
江
四

丁
目
十
三
番
十
三
号

五
七
四
四

ジ
ー
・
プ

ラ
ン
有
限

会
社

庄
子

弘
幸

台
東
区
浅
草
橋
五
丁
目

十
七
番
一
号

Ｈ
Ｍ
ビ

ル
四
〇
三

五
七
四
五

エ
ス
ケ
イ

設
備
株
式

会
社

金
澤

伸
悟

東
村
山
市
秋
津
町
五
丁

目
三
十
三
番
地
二
十
二

五
七
四
六

タ
ス
ケ
ン

住
設
株
式

会
社

中
井

僚
亮

世
田
谷
区
豪
徳
寺
一
丁

目
四
十
一
番
五
号

五
七
四
七

株
式
会
社

片
野

公
輔

新
宿
区
新
宿
二
丁
目
八

カ
タ
ノ

番
十
五
号

パ
ー
ク
フ

ロ
ン
ト
新
宿
五
〇
二
号

五
七
四
八

株
式
会
社

千
広
興
業

樋
田

広
道

目
黒
区
祐
天
寺
二
丁
目

八
番
八
号

Ｅ
Ｎ
祐
天

寺
三
〇
二
号

二

指
定
年
月
日

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日
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